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産業構造審議会 第１回保安・消費生活用製品安全分科会 議事録 

 

日 時：平成３０年４月４日（水）１５：００～１７：００ 

場 所：経済産業省本館１７階 第１特別会議室 

 

議題： 

１．開会 

２．産業・製品事故や災害の発生状況と対応 

３．産業保安・製品安全のスマート化の進捗状況 

４．中期的な産業保安の確保のあり方について 

（産業保安グループ若手新政策チームによる検討） 

５．閉会 
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〇後藤保安課長  皆様、若干時間より早いですが、委員の先生方全員おそろいになりま

したので、これから第１回保安・消費生活用製品安全分科会を始めさせていただこうと思

います。 

 本日は、ご多用の中ご出席いただきましてありがとうございます。私は、事務局の保安

課長の後藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、開催に先立ちまして、本日の会議ですが、ペーパーレスで行わせていただきます。

皆様、お手元にｉＰａｄをお持ちかと思いますが、最初は議事次第の画面になっており、

資料を切りかえる場合は、画面を１回押していただきますと、左上に左向きの不等号が出

てまいりますので、ここを押していただくと資料リストに行きます。また、資料のほうを

押していただきますと、別の資料に移ります。お使いになったことがある方も多いかと思

いますけれども、二本指で開くようにすると画面が大きくみえ、閉じると縮小というよう

な格好で使えます。また、画面の横にある丸いボタンとか横の電源ボタンとかを押してし

まうと消えてしまう場合がございますので、気をつけていただければと思います。 

 もし不具合や操作が不明なところがあれば、事務局の者がおりますので、呼んでいただ

ければ対応させていただきます。 

 会場には、あちらにスクリーンがございますので、そちらを見ていただいても結構です。 

 マイクの操作方法ですが、お手元のボタンを押していただきますと緑色のランプがつき、

マイクが使える状況になります。それから、ほかの方が発言されるとマイクが切りかわり

ますので、ご注意いただければと思います。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 まず、事務局を代表いたしまして、技術総括・保安審議官の福島よりご挨拶させていた

だきます。 

〇福島技術総括・保安審議官  今日は、よろしくお願いします。福島と申します。座っ

て挨拶をさせていただきます。 

 まず、我々は、産業保安グループという形で産業全般の保安と製品安全の担当をしてお

ります。昨年の７月から産業保安グループとしては新しく分離をし、危機管理もあわせな

がら体制を強化したということをまずご報告させていただきたいと思います。まず、３点

お話をさせていただきます。 

 １点目は、危機管理と災害の関係でございます。昨年は九州の豪雨ですとか、その前は

熊本の震災等ございましたけれども、全般的に災害の状況につきましては後ほど説明があ
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りますけれども、そう大きな事故はなかったということかと思います。ただ一方で、首都

直下型ですとか南海トラフですとか、そういった懸念は尽きずにありますし、安倍政権に

なりましてから、危機管理の対応というものは政府としても最重要課題としてやっており

ますので、産業保安グループとしても引き続きしっかり対応をしてまいりたいと思ってお

ります。 

 ２番目は、老朽化、人材の高齢化ということで、これは保安に関する分野だけではない

日本全体の共通の課題ではありますけれども、コンビナート、電気設備等、高度経済成長

のころにつくったものがかなり老朽化をしてまいっておりますので、そういったものをこ

れからも安全に使い続けるためにはどうしたらいいのかというのが論点かと思います。ま

た、高齢化の問題につきましても、人材確保はなかなか難しいというのは各分野共通にな

っておりますので、新しい技術を使って補う分野、若い職員をどう教育をしていくのかと

いう点も非常に大事な論点かと思っております。 

 ３番目に、新しい技術への対応でございまして、経済産業省も昨年からConnected 

Industriesということで、ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能と、そういった新しい技術を

使って新しい産業構造に変換をしていこうということをしております。産業保安のほうに

つきましても、新しい技術を使ってより高い産業保安レベルを達成する場合には、法律上

のインセンティブも与えてそういった取り組みを支援していこうということもやってまい

っておりますので、そういった内容につきましてもご報告をさせていただきたいと思って

います。 

 最後に、今日はちょっと変わった議題が１つございまして、４番というところで「中期

的な産業保安の確保のあり方について（産業保安グループ若手新政策チームによる検

討）」と書いてあります。これはまだ議論としてはかなり生煮えの段階ではありますけれ

ども、若い人たちが現在置かれている産業保安の現状を踏まえて、将来、新しい技術を取

り入れてどうするのかとか、データの利活用はどうあったらいいのかとか、オペレーショ

ン・アンド・メンテナンスと出てきますけれども、これから産業構造も変わっていく可能

性があるのではないのかということで議論をしたペーパーをご紹介させていただいて、今

日、各分野の有識者の方に集まっていただいておりますので、是非とも貴重なご意見を聞

かせていただきながら、将来的には政策に反映をしてまいりたいと思っております。 

 盛りだくさんのテーマになっておりますけれども、限られた時間でぜひ闊達なご意見を

伺わせていただければと思っておりますので、本日はよろしくお願いいたします。 
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〇後藤保安課長  それでは、早速ですが議事に入ります。 

 議事に入ります前に、カメラを撮られる方は、これ以降はご遠慮いただければと思いま

す。以降、議事進行につきましては横山分科会長にお願いいたします。 

 

〇横山分科会長  それでは、先ほど福島さんのほうからお話がありましたように、きょ

うは盛りだくさんの議題でございます。限られた時間でございますが、活発にご議論いた

だければというふうに思います。 

 それでは、まず、定足数等の報告を事務局よりお願いをいたします。 

〇後藤保安課長 ご報告いたします。本日は、委員及び臨時委員14名中、ご本人12名のご

出席をいただいておりまして、分科会の定足数に達しております。 

 また、本分科会の公開についてご説明申し上げます。本日の分科会は、公開によりと執

り行われます。議事要旨につきましては、事務局の責任で速やかにホームページ上に公開

し、議事録につきましては、委員の方々にご確認をいただいた上で、後日、ホームページ

上で公開をするということにしておりますので、あらかじめご了承いただければ幸いでご

ざいます。 

 次に、資料の確認をさせていただきますが、資料は、一覧のとおり、資料１、資料２、

それから討議用資料、参考資料という４種類が入っております。 

 以上です。 

 

〇横山分科会長  引き続きまして、今回より新たな方が委員に加わっておられますので、

事務局よりご紹介をお願いいたします。 

〇後藤保安課長  それでは、五十音順にご紹介をさせていただきます。 

 前委員でありました小埜寺宏様のご後任として、一般社団法人全国ＬＰガス協会副会長

・赤松幸雄様でございます。 

〇赤松委員  赤松です。よろしくお願いいたします。 

〇後藤保安課長  また、前委員でありました飛田恵理子様のご後任として、川崎市地域

女性連絡協議会副会長・岩本孝子様でございます。 

〇岩本委員  岩本です。よろしくお願いいたします。 

〇後藤保安課長  また、小林明治前委員のご後任といたしまして、日本火薬工業会会長

・中野伸寿様でございます。 
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〇中野委員  中野でございます。 

〇後藤保安課長  また、今回より、製品安全小委員長をされております長岡技術科学大

学理事・副学長の三上喜貴様が参加しております。 

〇三上委員  三上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、これから皆様どうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 まず、議題の２番でございます。「産業・製品事故や災害の発生状況と対応」につきま

して、事務局から資料１に沿ってご説明をお願いいたします。 

〇後藤保安課長  では、資料１をごらんください。最初のページでございますが、中長

期的な事故死傷者数等の推移でございますけれども、1970年代から比べますと大幅に減少

をしている状況になります。 

 次のページをごらんください。高圧ガスの事故の件数でございますが、事故の定義を明

確化したということで増えているところがございますけれども、なお高い水準で事故が発

生しております。また、人身事故は一定程度存在をしておりますが、死傷者数につきまし

ては、ここ数年は若干下がっているという状況でございます。 

 次のページでございます。事故原因でございますけれども、ハード面でいきますと、腐

食管理不良といったところが指摘をされております。また、ソフト面でいきますと、誤操

作・誤判断というようなところが指摘をされているところでございます。 

 次のページでございますが、事故の事例でございます。昨年１月に、和歌山で約3,000

名の一時避難をつながるような火災事故が発生しております。また、３月には、福島県で

ＬＰガスが充満し、そこに引火し、従業員の方が１名亡くなる事故が発生しております。 

 次に行っていただきまして、都市ガスでございます。都市ガスにつきましては、消費段

階の事故が増加をしている傾向にございます。ただし、軽微な事故が多いということでご

ざいます。供給段階については、おおむね横ばいでございます。死亡事故、Ｂ級以上の事

故というのは、２年連続でゼロでございます。 

 次のページへ行っていただきまして、その事故原因でございますけれども、製造段階で

は人為的なミス、また供給段階では他工事、すなわち他の事業者がガス管を傷つけてしま

うという事故が多いということでございます。消費段階ではガスの漏えいに起因する着火

事故が多い状況でございますし、またＣＯ事故というのもまだ一部発生している状況でご
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ざいます。 

 次のページは事故の事例でございます。昨年４月に、パン屋でＣＯ中毒事故が発生しま

した。また、12月には、業務用鉄板焼き器の点火のところで事故が発生したことが報告さ

れております。 

 次はＬＰガスでございます。ＬＰガスの事故自体は、届け出の徹底によって平成18年以

降、件数として増えていますが、そこからはおおむね横ばいで来ております。負傷者数は

50名程度ということで、ＬＰ法が公布された昭和42年以降最も少ない数字にはなっている

状況でございます。 

 次のページでございますが、こちらも他工事業者による事故が多いという報告になって

おります。 

 次のページ、実際の事故事例でございますが、これはＬＰ容器の回収作業を行った際、

ＬＰガスが漏えいし、着火・爆発といったところで人的被害が発生しているものでござい

ます。 

 次は電気でございます。電気事業用の電気工作物による死傷事故等は減少傾向でござい

ますけれども、自家用の電気工作物、ビルの受電設備等々でございますが、そういった事

故はおおむね横ばいで、感電による事故がいまだ多い状況になっております。 

 次のページに行っていただきます。供給支障事故の事故率は、近年は減少傾向でござい

ますが、自家用の電気工作物の損壊により周りに波及する波及事故というものも若干減少

傾向にはございますが、まだ引き続きあるというような状況でございます。 

 次のページでございますが、再生可能エネルギーの関係の事故でございます。ＦＩＴ法

以降、風力・太陽光が爆発的に多くなってきておりますけれども、太陽光発電は年々事故

が若干多くなっておりますし、風力は、ここ数年は減少傾向でありますけれども、引き続

き事故が発生しているという状況でございます。 

 次のページに行っていただきまして、主な事故ということで、昨年の８月に風力のブレ

ードやナセルのあたりが燃えている事故でございます。また、一昨年、東京でも地下ケー

ブルの火災による停電がございましたけれども、昨年は大阪の都市部でも８月に、範囲は

比較的狭かったのですが、長時間停電するようなケーブルによる事故がございました。 

 次でございます、20ページ、鉱山です。鉱山は、引き続き重篤な災害が発生すると傾向

がございます。表を見ていただきますと、ベルトコンベヤー等の運搬装置に挟まれている

事故などが非常に特徴的でございます。 
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 次のページにございますけれども、災害の原因です。やはりヒューマンエラーによるも

のが多い。特に最近は、危険の軽視や慣れが事故の原因になっているというようなことで

ございます。 

 次のページでございますけれども、鉱山における主な火災ということで、12月に栃木県

で、非金属（けい石）鉱山において運搬装置による災害というのがございました。これは

ベルトコンベヤーのところに上半身が挟まれ、作業員が１名死亡しているものでございま

す。 

 次は火薬でございます。火薬もここ数年、事故件数はちょっと横ばいになっております

のと、平成29年は８年ぶりに死亡事故というのが起きております。少々痛ましい事故でご

ざいました。 

 次のページでございますが、事故の種類といたしましては、煙火（花火）を使っている

ときの事故が80％以上を占めているということでございますが、Ｃ１級事故の件数は減少

傾向というような状況でございます。 

 次のページでございますけれども、実際の事故事例でございます。昨年の５月に福島県

のいわき市の採石場で、発破でドンと破壊するわけですけれども、その飛散した岩石が、

約50メートル離れたショベルカー内で待機をしていた作業員の方の胴部に直撃して亡くな

るというような事故でございます。十分な距離をとっていなかったという問題もあったよ

うでございます。 

 次に、製品関係の事故でございます。平成29年の重大製品事故の件数873件ということ

でございまして、比較的減少傾向にはあるのですけれども、中でも電気製品は増えている

状況にございます。 

 次のページに行っていただきまして、特に電気製品という意味でいきますと、リチウム

イオンバッテリー、モバイルバッテリーが電車の中で火を噴いたとか、そういった事故が

よく報告をされております。 

 また、太陽光発電もここのところ増加傾向というようでございまして、どうやら経年劣

化とか製品の初期不良による事故というのが発生をしている状況でございます。 

 次のページでございますが、顕著な製品の事例ということで、これは電池、モバイルバ

ッテリーに組み込まれたリチウムイオン電池の不具合による事故でございまして、ＮＩＴ

Ｅで実際に再現実験をした写真を載せております。太陽光発電では、ネジの締めつけミス

や、接続部のところからの異常発熱等によって事故が発生しております。 
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 次以降は、災害関係を振り返りたいと思います。ここ３年ぐらいの自然災害について、

主なものをリストアップさせていただいております。特にライフライン関係に影響してい

るようなものを中心にご紹介をしております。一昨年は熊本、鳥取、茨城といったところ

での大きな地震が多かったのですが、昨年は、地震は余りございませんでしたけれども、

気象災害、豪雨とか豪雪といった気象による影響が多かった年かと思います。 

 次のページに行っていただきまして、九州北部地区の豪雨で、福岡県朝倉市や大分で猛

烈な雨となりまして、ライフライン関係では6,400戸ほどの停電が発生し、ＬＰガスの容

器が流出するといった被害が発生しております。７月５日の停電発生以降、人のいるとこ

ろへの電気の供給は比較的早く復旧はしているのですけれども、孤立した地域がありまし

て、倒木とかで作業の車とかが入れないために、２カ月後に電気が遅れる状況になってお

ります。 

 次のページでございますが、昨年は列島を縦断していくような台風が複数発生をしてお

り、広域にわたりまして停電が発生、あるいは土砂崩れ等々の被害が出ているという状況

でございます。 

 最後のページでございますが、こうした自然災害の激甚化、あるいは首都直下型地震南

海トラフ地震が30年以内に70％の確率で発生するという状況になってきておりまして、巨

大災害対策は待ったなしでございます。私ども経産省も、昨年の３月以降３回にわたりま

して、いわゆるブラインド型の訓練、ようやく始めたかというぐらいの感じかと思います

けれども、取り入れまして、大がかりな訓練をやっております。また、インシデント・コ

マンドシステムを参考に、指揮命令系統を明確化していく取り組みなども進めさせていた

だいております。先々週の休みの日には、休み返上で100名以上集まって訓練をしたとこ

ろであり、災害対応も強化をしているというご報告でございます。 

 私の方からは以上でございます。 

 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見がありましたらお願いをしたいと思い

ます。ネームプレートをこのように立てていただきましたらご指名いたしますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、どなたかいらっしゃいますでしょうか。 

 田村委員からお願いいたします。 
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〇田村委員  自然災害等のところですけれども、特に32枚目、たくさんの災害が起こっ

て、おまけにふだん降らないところで雪が降り、ふだん降っているところでもたくさんの

雪が降るような気象状況が変わってくる中でのインフラの対応みたいなものというのは、

何か業界でも進んでいる事例があるのか、今後なのかというところを、もしお分かりであ

れば教えていただきたいというのが１点。 

 それから、すごく素朴な疑問なのですけど、自然災害というところで「災害」という言

葉が出てきたのですけど、ずっと事故、事故といいながら、１つだけ「平成29年の鉱山に

おける主な災害」のところは「災害」と書いてあって、事故ではないと。これは規模で変

わってくるのでしょうか、というのが少し分かりませんでしたというところでございます。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうから。 

〇後藤保安課長  産業界との連携は少しずつ強化をしているところでございますが、ど

ちらかというと地震の対応、首都直下あるいは南海トラフといったところを想定したもの

が多く、気象災害までは余りまだ進んでいるということではございませんが、我々も例え

ば電力の防災訓練に参加をさせていただくとか、視察をさせていただくとか、相互にそれ

ぞれがやっていることを教え合うようなこともやりながら協力関係を強化していくという

ようなところはさせていただいております。 

 ２点目につきましては、すみません、単純に用語の統一がしっかりできていなかったと

いうだけでございます。 

 

〇横山分科会長  よろしくお願いします。 

〇福島技術総括・保安審議官  追加で。豪雪のときに一番問題になったのは、燃料車が

ガソリンスタンドに雪で行けないというのがありました。そのときに、県がつくる優先的

に除雪をする道路というのがあるのですけれども、その優先して除雪をする道路と本来供

給者が行かなければならない道路にミスマッチがあって、県の方もそういうローリーが通

れないということは余り想定していませんでした。我々のほうも、ここは優先して除雪を

してもらわないと燃料が届かないということを伝えられていなかったので、今回はそうい

った発見があったということで、県と石油連盟とか経済産業省、そういった連携は、事故

があってから気がつくのでは遅いのですけれども、３・１１があり、熊本があり、こうい

った豪雪があるたびに、改善はかなりしてきているのかなという気がいたします。 
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〇横山分科会長  ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、勝野委員のほうからお願いいたします。 

〇勝野委員  電事連の勝野でございます。今の災害時のライフラインの復旧に関係して

２点申し上げます。 

 １点目は応援体制の構築について。平成29年度は幸いにも大きな災害はなかったという

ことでありました。九州北部の豪雨や台風に伴い発生した停電の復旧に当たりましては、

九州電力をはじめそれぞれのエリアの電力が復旧対応を行いました。我々電力は、地震対

応等の大きな災害に対しては、電力間の応援体制をしっかりと構築しておくことが重要で

あると考えております。例えば前年の熊本地震の際には、応援要請がなされる前に、被害

が少なかったエリアの電力から物資を含めた応援準備をすすめ、要請があればすぐに対応

できる態勢を構築していました。 

 ２点目は関係する他事業者との連携について。熊本地震の際に、電圧の高い送電線を緊

急停止しなければならなかったときに有効だったのは、移動用の発電機車をお客さまの直

近にたくさん設置して電力を供給することで、ライフラインの早期復旧を図ることが出来

ました。その際には、我々電力は移動用の発電機車と人を派遣するわけですが、今回は発

電機車の燃料が長くもたなかったという課題がありました。そこで、石油連盟さんや国の

ご協力、ご指導もあり、発電機車への燃料供給に対して、我々電気の部隊と軽油を含めた

燃料の部隊が連携をとれるような仕組みをしっかりと作っております。 

 以上です。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、東嶋委員のほうからお願いいたします。 

〇東嶋委員  ご説明ありがとうございました。２点ございます。 

 １点目は、資料１の８ページなのですけれども、都市ガスにおいても、またＬＰガスに

おいても、他工事の原因による事故というのがなかなか減らないという状況にあるかと思

います。都市ガス事業者やＬＰガス事業者も当事者として事故を防ぐ努力はされているの

ですけれども、他工事を行う事業者、建設事業者に対しての注意喚起というのは何か小委

員会で議論されたのかどうかお伺いできればと思います。 

 それから、33ページなのですけれども、災害に関して太陽光の感電防止とＬＰガスの流

出容器に関して素早く注意喚起をしてくださって、これまでの災害で得た教訓をすぐにこ

のような注意喚起の形で出してくださるというのは非常にすばらしいと思って、ありがと
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うございます。このＬＰガス容器に関しては、流出したものはその後回収されたのかどう

か。つまり、注意喚起が功を奏したのかどうかについて教えていただければと思います。 

 以上です。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、お願いいたします。 

〇田村ガス安全室長  どうもありがとうございます。ガス安全室長の田村でございます。 

 東嶋委員からご質問をいただきましたまず１点目、他工事でございます。他工事は、都

市ガスに関しましてはこれまでも随分件数が発生しておりました。ＬＰガスも、ここ３年

ほど件数が増加傾向にあるということもあります。こちらにつきましては、従前より関係

省庁、建設省であるとかそういったところに要請、いろいろと所管の業の方々にご要請い

ただくということを私どもとしても努力いたしております。 

 またＬＰガスは、特に事故の内容をみますと、ＬＰガスですから敷地内なのですけれど

も、上下水道の工事のときにガス管を損壊するという事例が件数的に非常に多かったもの

ですから、これはことしが初めてでございますけれども、上水を管轄する厚生労働省、下

水を管轄する国土交通省、そういったところにもあわせて要請を追加的に行う等々、まず

しっかりと業者さんに工事を行う場合の事前の協議というか、ガスの事業者さんに事前協

議していただくということが何はともあれ必要でございますので、そういった要請活動を

不断に行っている次第でございます。 

 もう一点、九州豪雨の際のＬＰガス流出、こちらにつきましても、あの当時は家屋の損

壊であるとか、あるいは水流で流されるとか、そういったことが多かったところでもござ

いましたので、まず県のＬＰガス協会を中心に、支援態勢を組んでいただきながら回収作

業を非常に精力的にお進めいただいたということ。さりとて、やはり住民の方々がお近づ

きになると、ガス漏れ等が生じていれば爆発等の危険性もあるということで、注意喚起と

いうことで、例えば火気を使わないでくださいであるとか、あるいは最寄りのＬＰガス協

会さんに発見したらご連絡くださいとか、非常に基本的なことでございますけれども、そ

ういったチラシをつくらせていただいて、例えば避難所に掲示させていただくとか、そう

いった取り扱いをさせていただいた次第です。 

 以上です。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、首藤委員お願いいたします。 
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〇首藤委員  事故原因の分析、分類について、これは質問というよりも一つコメントで

す。私が参加させていただいている２つの小委員会では既に同じようなことを申し上げた

のですけれども、事故の原因の分類が、１つの事故は１つの原因という形で分類されてい

て、それは今までそうだったのでやむを得ないかなという部分もありますが、今やハード

のみの原因であるとか、ヒューマンファクターのみの原因で１つの事故が起こるというこ

とは通常であればほとんどないというぐらい、複合的に原因があるということだと思うの

で、その辺も加味した形で分類の方法とかを今後改善していただきたいというのが１つで

す。 

 同じく原因の分析のほうなのですが、スライド番号で26番、「火薬類取締法に係る主な

事故」をご紹介していただいたのですけれども、こちらは原因が、「十分な退避距離をと

っていなかった」、「通常扱っていない火薬類を使用したこと」とあり、今後の対策が、

十分な退避距離をとること、使い慣れていない場合は教育することとなっていまして、余

りにも単純だなといいますか。本来であれば、なぜ十分な退避距離をとれていなかったの

かとか、なぜ使い慣れていないものを使ったのかとか、もう少し深掘り分析をして根本原

因に対する対策をとるべきではないかと思いますので、これも今後、徐々にでもいいかと

思いますけれども、ぜひ根本原因を分析して、より幅広い再発防止対策に結びつけていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

〇後藤保安課長  重要なご指摘でございますので、踏まえまして、我々事務局の中でも

検討していきたいと思います。ありがとうございました。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、三浦委員お願いいたします。 

〇三浦委員  ご説明ありがとうございました。そちらに属していないので詳しいことが

わからなかったので質問させていただきたいのですが、29ページ、重大製品事故でリチウ

ムイオンバッテリーからの火災とかスマホの問題とか。これは結構日常で起きて、ニュー

スなどでも取り上げられやすいものなのですが、これの原因の一つは、サイレントチェン

ジがあったのでないかと考えられるのです、そのデータはないのですが。消費者からみる

と、そういうことが製品上で行われていても、なかなか分からず様々な商品を買ってしま

う、もしくは通販で、今まで手にしたことがないような国のものを入手することも現実に

あるわけでして、サイレントチェンジが原因でこういう事故が起こっているのや否やを、
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もし分かれば教えていただきたいのですが。 

〇横山分科会長  いかがでしょうか。 

〇和田製品安全課長  製品安全課長の和田でございます。こちらのスライドでご紹介し

たのは、リチウムイオンバッテリーが発火源である事故のみを選んで出しております。サ

イレントチェンジで起こっている事故としては、例えばＡＣアダプターからの発火という

事故が起こるのですけれども、これは相当数になっています。ただし、今のところ、ぼや

のような形で非重大事故――私ども、重大製品事故として消費者庁にご報告いただくもの

以外に、ＮＩＴＥで非重大事故として収集している事故情報として数十件程度の事故がよ

せられています。重大製品事故として、発火するところにまで至っているのはまだ限定的

なのですが、正確な数字は覚えていませんが、数件だったというふうに考えております。 

 補足いたしますと、これにつきましてはＪＥＩＴＡや家電製品協会、関係業界には情報

提供をし、業界では10月の時点で注意喚起を出しております。私どもも定期的に情報を提

供しながら、業界における受け入れ検査を中心に対策強化をしていくように働きかけてい

きたいと思っております。 

 

〇横山分科会長  よろしゅうございましょうか。ありがとうございました。 

 それでは、小川委員お願いいたします。 

〇小川委員  先ほどガス安全室長のほうから他工事に起因する事故についてご説明いた

だいたのですが、個々の工事に関して連絡を密にするということは当然必要にはなってく

るのですが、もう一歩進んで、地下空間のデータベース化をもっとしっかり進めていって、

省庁を超えてそういうデータベース化に取り組むというようなことが、この後も出てくる

スマート化にもつながるように思いますので、そういった方向での検討もぜひお願いした

いと思います。 

 以上です。 

〇田村ガス安全室長  どうもありがとうございます。先ほど委員からのご指摘にあった

ような事故分析をもうちょっと精緻化するということも、我々としても考えてございます。

そういった中において、どういった対策があるかということは、いろいろと他工事が多い

ということは事実ございますので、しっかりと検討していきたいと思います。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、よろしゅうございますでしょうか。たくさんご意見をいただきまして、あり
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がとうございました。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 議題の３、「産業保安・製品安全のスマート化の進捗状況」ということで、各小委員会

さんにおきましては、規制見直し等の検討状況も行われているかと思いますので、それと

ともに事務局からご報告をお願いしたいと思います。 

〇後藤保安課長  それでは、資料２に移らせていただきます。まずは、私の方からスマ

ート化の総論についてご説明させていただいた後、各課室長より各分野の取り組みについ

てご説明させていただきます。各分野の取り組み後、もし補足等ございましたら、各小委

員会の小委員長におかれましては、ご意見やコメントをいただければと思っております。 

 それでは、資料に沿って説明させていただきます。最初のページでございますけれども、

産業保安・製品安全を取り巻く環境ということでございますが、今ご説明いたしましたと

おり、中長期的に死傷者等を伴う事故というのは大きく減ってはきているのですけど、い

まだ重大事故は発生しておりますし、自然災害は多様化してきております。サイバーとい

った新しい脅威も出てきております。また、産業構造が変わっていくという中で、風力や

太陽光といったところも新たなプレイヤーが参入しており、またインターネット取引によ

って海外粗悪品が流入するといったような、社会環境も大きく変わってきていると思いま

す。また、中長期的・構造的な課題ということで人材の問題、設備の高経年化の問題とい

った問題も出てきている状況でございます。 

 次のページでございますが、こうした状況にございまして、我々はスマート保安の推進

をここ３～４年進めてきております。これは、国の規制を合理的になるように日々見直し

つつ、適切に執行もしということをやりながら、それだけではなく、事業者の保安力を高

めていくような取り組みとして、ここ数年、ポジティブ型のインセンティブ措置などを入

れて、保安力を引き出していこうとしております。また、マーケットの力を活用して保安

力を引き出していくべく、検討等しているところでございます。こうしたことをやりなが

ら、事業者の安全性と生産性の両立・向上を目指していきたいと思っております。 

 安全も、その時点時点で安全ということでなくて持続的に安全を確保していくことが重

要ということからいきますと、安全という側面だけではなくて、保安に対する投資もきち

んとしてもらわなければいけないということでありますので、事業者の稼ぐ力といったと

ころにも留意しながら取り組みを進めております。そうした中で、さまざまな学協会その

他いろいろな関係の方も含めて、保安のエコシステムというのをしっかりと作っていきた
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いということでございます。 

 次のページでございます。こうしたスマート保安の一環としまして、規制も是々非々で

きちんとリスク等に応じて規制すべきものは規制するし、合理化していくものは合理化し

ていっております。左側にあるように水素社会の実現に向けて、合理的な規制に見直して

いく、他方で、新しい脅威に対応して新たな対策を盛り込んでいくことも進めております。 

 次のページは昨年も出させていただいている資料と同じものでございますけれども、高

圧ガス保安法のスーパー認定事業所制度や電気事業法の火力のインセンティブ措置を導入

しているというところでございます。 

 次のページでございますけれども、マーケットを活用するため、我々、今いろいろな調

査をさせていただいております。上にありますのは、プラント事故によりどれだけ企業が

損失を負ったか、それを保険でカバーできているのかというものです。見てみますと、カ

バー率はそれほど大きくないということからすると、あらかじめ保安投資をしておいたほ

うがいいのではないかという点を産業界の方にもお示しできればということでございます。 

 また、最近話題になっておりますＥＳＧ投資の中で企業が統合報告書等で自分たちの安

全への取り組みをさらに開示するのを促進し、保安にきちんと取り組んでいる企業には資

金も入ってくるような形にしていくような取り組みを進めているところでございます。 

 次のページでございますが、我々行政もスマートにやらなければいけないということで

ございます。産業保安関連の手続は年間25万件ございます。全国に産業保安監督部という

現場がありますけれども、日々事務処理に時間を割いているというような状況でございま

して、本来であれば現場に行ってきちんと立入検査をしていく、あるいは事業者に適切な

指導をしていくことに人的リソースも振り向けたい、それによって保安・安全といったも

のを向上させていくというようなことが必要かと思いまして、今、抜本的な電子化をする

取り組みを進めさせていただいているところでございます。 

 また、こうしたデータをきちんと活用することによって、例えば申請がいつも遅れてく

る事業者はきちんと立入検査したほうがいいのではないかなど、様々な形で活用すること

も可能なのではないかと考えているところでございます。 

 次のページでございますが、保安のエコシステムにつきましては、産業構造も変化をし

ていきますし、安全ということを今後考えていく上で、国内だけにとどまって考えていて

も解決策がない可能性もありますので、スコープを広げて考えていこうということでござ

います。１つには、データドリブン型の社会、産業に変わっていく中で、今Connected 
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Industriesの取り組みの中でプラント・インフラ保安分科会を立ち上げまして、データの

利活用の促進のための会議を開いて、データの契約ガイドライン等を策定するといった取

り組みをさせていただいております。 

 また、国際というところは、タイと協力関係を結ぼうととり進めておりますが、タイも

20、30年前に建てたプラントが老朽化をして事故を起こしている、非常に困っているとい

うようなことを聞いておりまして、それならば日本の高度なスマート保安で協力がまずで

きるのではないか。それに加えて、それ自体がビジネスにもなっていくのではないかとい

うことで、タイとの協力というのをまず皮切りにやらせていただいております。また別の

国も含めて国際展開といったところも進めていきたいということでございます。 

 総論としては以上でございます。以降、それぞれの課室長からご報告させていただきま

す。 

 

〇髙橋ガス安全室長  続きまして、資料９ページでございます。スーパー認定事業所以

下を説明させていただきたいと思います。高圧ガス保安室長の髙橋でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 スーパー認定事業所は、先ほどもお話ございましたけれども、高圧ガス保安法の中で、

高度なリスクアセスメントやＩｏＴ、ビッグデータの活用などによりまして高度な保安を

行っている事業所をスーパー認定事業所として認定していくという制度を、平成29年の４

月に創設いたしました。これまで２件の認定をさせていただきまして、ＪＸＴＧの川崎精

油所、堺製油所、この２件を認定させていただいております。事業者の皆さんの自由度が

高まるとともに、競争力の強化、稼ぐ力の向上というところにもつながっていけばありが

たいと思っています。これにつきましては、私ども専用のホームページをつくりまして広

くＰＲしていっている次第でございます。 

 続きまして、10ページをごらんください。ファスト・トラック制度でございます。こち

らにつきましても、民間の創意工夫でありますとか新技術を円滑に取り込んでいくという

ことをするために、国によります例示基準化を経ずに公的規格や民間規格を取り込む制度

として、ファスト・トラックというものを創設いたしました。現在までに、高圧ガス保安

協会で審査をいただきまして２つの規格が承認されております。これらの規格が明確化さ

れることによりまして、都道府県におきまして迅速な判断ができるということでございま

す。今まで、国が例示基準を作るとなるとえらい時間がかかっておったのですけれども、
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これで迅速化して物事が進むようになったというふうに思っております。 

 続きまして、11ページをごらんください。環境負荷の小さい冷媒の普及に向けた規制の

見直しでございます。地球温暖化係数が高いフルオロカーボンなどがございますものです

から、できるだけ地球環境の負荷の少ないものをもっていきたいということで、１．二酸

化炭素を冷媒として使うときの規制緩和をしたということ。 

 ２つ目、冷媒ガスの定義方法を見直したということでございまして、ちょっと専門的な

お話になるのですけれども、冷凍則におきまして可燃性ガスの判断基準を加えることによ

りまして、冷媒ガスの名前を個別に列挙せずとも個別に判断できるような形の制度改正を

いたしました。このような形によりまして、ちょっと燃えるのだけれども地球環境に優し

い、地球温暖化係数の少ないような冷媒が広く普及するような土壌を整えたところでござ

います。 

 12ページ、企業実証特例に基づく容器再検査制度の拡充でございますけれども、一昨年、

競争力強化法というのが成立いたしましたけれども、その第１号案件といたしまして、企

業実証特例制度の案件といたしまして、超音波探傷方法についての検査方法につきまして

議論をさせていただいた次第でございます。これを新しく基準をつくることで高圧ガス保

安法の中に取り込んだ次第でございます。 

 続きまして、13ページでございます。国際的な取り組みも進めてございます。燃料電池

自動車につきましては相互承認を既にスタートさせておりますけれども、フェーズ２の議

論が始まっておりまして、これにつきまして日本としても積極的に参画をしているところ

でございます。 

 ３つ目のポツ、水素燃料電池の二輪自動車というところにつきましては、日本から規格

を提案し、その提案につきまして加盟国から賛同が得られまして、日本主導で基準ができ

たということになってございます。 

 雑駁ではございますが、説明は以上でございます。 

〇横山分科会長  小川小委員長のほうから、何かコメントありましたらお願いします。 

〇小川委員  ご説明いただいたとおりですが、スマート化が実際に今年度は進み始めて

いるというのが明らかになってきましたので、順調に進んでいるというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

〇横山分科会長  それでは、次をお願いします。 
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〇田村ガス安全室長  ガス安全室長の田村でございます。引き続きまして、都市ガスと

ＬＰガスの取り組みにつきましてご報告申し上げたいと思います。ページ数は15ページ目

からになります。 

 まず、都市ガスの関係でございますが、都市ガスにおいては2020年目標を設けながらガ

ス安全高度化計画、こちらで実際のアクションプランを立てながら、それぞれの人的被害

の削減とかそういったところに取り組んでいる次第でございます。 

 昨年の暦年ベースでの事故件数を踏まえて、ガス安全高度化計画で定める指標との照ら

し合わせをお示ししたのが、下の左から１番目、２番目の図となってございます。その表

のブルーの部分が、直近５カ年でございますが、安全高度化指標に対する発生状況という

ことと、右から２番目の表の一番右が指標に対する達成状況ということで、各項目とも指

標達成、あるいは指標に近づきつつあるというような状況になってございます。１点だけ

指標と開きありとご評価いただいている部分もございますが、年を経るごとに徐々に指標

に近づきつつあるという状況になってございます。 

 16ページ目が、都市ガスにおいてもサイバー攻撃の脅威に対するセキュリティーの確保、

こういったものが非常に大事ということでございます。重要インフラ施設をもつ都市ガス

事業者さんにおかれても、サイバーセキュリティー対策をしっかりとやっていただくとい

う意味におきまして、青枠の１ポツ目で書かせていただいておりますが、保安規程の要求

事項の一つとしてサイバーセキュリティー対策をしっかり位置づけていきたいというふう

な方針でおる次第でございます。 

 次の17ページ目が、こちらも都市ガスでございますが、第一次緊急停止判断基準の最適

化ということで、こちらは一昨年の熊本地震を踏まえまして、最新の熊本地震も踏まえた

地震のデータ、そういったものをしっかりと検証させていただきながら、現在、左の図に

ございますとおり、もともと従来の基準が事業者――この四角は供給のブロックを示した

図でございますけれども、供給ブロックいかんを問わず一律60カインという数値でござい

ますが、60カインを超えたらそのブロックを緊急停止しましょうというような基準を定め

させていただいているところでございます。そういった最新のデータを踏まえまして、右

の「今後の基準」にございますとおり、各事業者ごと、ブロックごとに４段階で基準設定

をし、青枠の一番上に書いてあるような安全確保と安定供給の両立、そういったことをに

らんだ基準の最適化を図ったという次第でございます。 

 次の18ページ目、こちらも都市ガスの関係になりますが、ガス小売自主保安促進制度と
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いうことで、ご承知のとおり、昨年４月から都市ガスも小売全面自由化がスタートしたと

いうことでございます。それを受けまして、ガス小売事業者の方々が自主保安活動として

どういう活動をやっていただけるのかというのを、需要家の方々にしっかりと把握してい

ただき、需要家の方々のニーズに応じた選択をしていただくと。そういったことを念頭に

置きまして、見える化制度を本年度より試行的に開始をさせていただいてございます。 

 左の下のようなホームページを設けながら、お住まいの地区を検索いたしますと、どう

いったガス小売事業者の方がどういった保安活動をやっていただけるかということを、第

三者による評価も踏まえて公表しているというところでございます。本年度はブルーの一

番下のポツで書きましたけれども、現在、26社のガス小売事業者の方々にご参加いただい

ていると。本年度以降もしっかりと参加事業者をふやしていきたいというふうに考えてい

る次第です。 

 19ページ目がＬＰガスの関係になります。ＬＰガスにつきましても、2020年目標を設け

ながら保安対策指針ということで、それぞれ販売事業者の方々にご協力いただきながら保

安レベルの向上を図っているというようなことに取り組ませていただいているところでご

ざいます。本年度、平成30年度につきましても、液石小委のほうでご審議いただきまして、

保安対策指針として強化していく部分、追加していく部分、こういったものをご審議いた

だきながら本年度の指針に反映させていただいたというところでございます。 

 最後、20ページ目になりますけれども、こちらはゴールド保安認定事業者ということで、

一昨年の４月から、新たな制度を開始させていただきながら第一号認定、第二号認定、さ

らには第一号認定の中でも追加要件を定めながら、すぐれた保安レベルを有される方々に

ついては、保安規制の緩和ということで、インセンティブを与えていくということでイン

センティブ規制を措置させていただいているということでございます。青枠の一番下にご

ざいますとおり、現在、全国で239社。徐々にではありますけれども、数はふえていると

いうことでございます。私どもとしても、しっかりとご賛同いただける企業社数をふやし

ていきたいというふうに考えている次第でございます。 

 簡単ではございますが、ご説明は以上でございます。 

〇横山分科会長  ありがとうございます。 

 それでは、倉渕ガス安全小委員長のほうから、何かコメントございましょうか。 

〇倉渕委員  田村室長からは、ガス保安のスマート化について適切におまとめいただい

ておりますけれども、少し補足いたすとするならば、17ページの緊急停止判断基準につき
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ましては、熊本における教訓に基づきまして、利便性と安全性のバランスをどういうふう

にとっていくかということで、今後とも、地震の教訓のもとに最適化を図っていく必要が

あるだろうというふうに考えております。 

 もう一点、18ページです。これはご説明にもありましたように、小売の自由化に伴いま

してガスの保安レベルをいかにして維持向上させていくかということにかかわるものなの

ですけれども、こういった新たなスキームを作ることによりまして、保安レベルの見える

化を図って水準の維持を図っていただこうと。初年度、26社の参加を得ましたけれども、

これを今後ともどんどん拡大していくことによりまして、この仕組みを保安レベルの向上

のためにぜひ活用していただくということのための努力を続けていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 続きまして、橘川ＬＰガス小委員長のほうから、何かコメントがありましたらお願いし

ます。 

〇橘川委員  ありがとうございます。ここの20ページにありますように、認定ＬＰガス

販売事業者制度ですとか、先ほどの大型のＦＲＰ容器に対するファスト・トラック制度の

導入のように、ＬＰガスの世界でもスマート化は着実に進展しているといえると思います。

ただ、やや私見にもなるのですが、気になっている点が１点ありますので、そこをつけ加

えさせていただきます。 

 それは、ＬＰガスのグローバル展開についてであります。ＬＰガスの輸入量は、おとと

し、日本が世界最大を中国に明け渡しまして、昨年インドにも抜かれて、今、世界第３位

ということになっています。東南アジア諸国でも物すごい勢いでＬＰガスの需要量がふえ

ていまして、それに伴い、Ｂ・ツー・Ｃというレベルで考えますと、電力業界、都市ガス

業界、石油業界に比べて、ＬＰガス業界は日系企業が最もアジア市場に進出しています。

例えばベトナムでは、日系企業が全体の市場のシェア３位、10％近い数字を小売レベルで

もっているというような状況であります。 

 したがって、保安のグローバル化というのは、まずＬＰガスのところでもうちょっと強

めて、いろいろな国の政府が日本のスマート化の経験も学びたいといっていますので、そ

れをきちんとやってもらいたい。そういう意味では先生になり得ると思います。 

 一方で心配な点もあります。ミャンマー等に行きますと、日本のボンベ、使用期限近く
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なったものが、多分転売されていると思うのですが、日本の企業名がそのまま印刷された

ものが大量に市場に出回っていまして、これが事故を起こしたりなどしますと、日本の保

安に対するブランド力にもかかわりますので、いずれにしても、保安行政をどうやってグ

ローバル展開するかということを我々はきちんと考えなければいけないのではないかと思

います。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして電力安全課の白神さんのほうからお願いします。 

〇白神電力安全課長  電力安全課長の白神でございます。電気保安についてご説明させ

ていただきます。 

 22ページをごらんください。電気保安につきましても、産業保安のスマート化の一環と

してスマート化を進めております。メリハリのある規制、ＩｏＴやＡＩを使った自主保安

力の向上、それと電気保安行政基盤の整備という、その三本柱で進めてございます。 

 23ページをご覧ください。まず、メリハリのある規制に係る調査・検討ということで、

昨年度、29年度につきましては風力業界について、その保安がどうなっているか実態調査

を行いました。ＦＩＴの導入以来、風力発電は非常な勢いで増えてございまして、それが

どういう実態であるかということを、小型風力も含めまして調査をしました。「現状と問

題」というところで右のほうをご覧いただきたいのですが、多くの設置者がメンテナンス

をメーカーに大きく依存しなければいけない状況になっているとか、メーカーは７割が海

外メーカーであるということで、一旦トラブルが発生するとなかなかすぐに対応できない

状況であるといった問題が整理されました。 

 これに関して今後の方向性としては、メンテナンス業者が育っていないとか、トラブル

に関して情報共有がなされていないとか、メンテナンスマニュアルの整備が不十分である、

そういったことについて今年度さらに深掘りをして、保安責任を設置者がより徹底できる

ように何か整備を後押しできないかということを含めて検討していきたいと思っておりま

す。 

 続きまして、24ページをご覧ください。自主保安力を向上させるために、ＡＩとかＩｏ

Ｔを使ってどういった保安力を向上できるかということを、３カ年計画でやってきており

ます。その中である程度の方向性をまとめるということでまとめてございます。四角で囲

ったところで○、×を幾つかつけておりますが、風力、太陽光、ビルとかの受電設備につ

いて、それぞれＡＩとかＩｏＴを使えるものと検討が要るものということで整理をしてお
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りますが、まだまだ検討が必要だということがわかりました。 

 続きまして、25ページをご覧ください。具体的に風力発電とビルとかの自家用工作物、

そういったものについて、将来どういったＩｏＴ、ＡＩを使ったことができるのかという

ことを整理しておるのですが、これにつきましても、実現化に向けては課題がまださまざ

まあるという整理をしてございます。 

 続きまして、26ページをご覧ください。行政の保安体制を整備していくということで製

品評価技術基盤機構、ＮＩＴＥと呼んでおりますが、ＮＩＴＥでＴＳＯの整備ということ

を行っております。これにつきまして、具体的には現在、ＮＩＴＥでは自家用電気設備を

中心に事故分析をしてございます。そういった事故分析を今後データベース化して、それ

を広く共有できるようにということで、2020年を目指して整備を行っているところでござ

います。 

 続きまして、27ページをご覧ください。今後、電気保安人材を将来的に確実に確保して

いくためには、今から政策を打っておかなければいけないということで、電気主任技術者、

それと電気工事士につきまして、現在の問題点を明らかにして、今後どういったことに取

り組むべきかということを整理しております。これは昨年度と今年度も引き続き整理をし

ていく予定でございますが、そこに青い枠で書いてございますように、認知がまだなかな

かされていないのではないかということで認知度向上、あとは資格をもっている人がなか

なか入職できていないのではないかということで、有資格者が入職しやすい仕組みも今後

検討していきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 電気安全小委員会の小委員長は私が務めさせていただいておりまして、ご存じのように

電力小売の全面自由化が始まっておりますし、また、それに加えまして再生可能エネルギ

ーも大量に導入されているというこの状況の中で、ＩｏＴやＡＩなどの先進技術を使って

電気保安のスマート化というのを今ご説明のように進めているところでございますが、自

主保安を推進するリスクに応じたメリハリのある規制、新技術を活用して保安力を向上さ

せることは非常に重要なことだということで、これを推進しているわけでございます。 

 追加をいたしますと、民間規格等を技術基準に迅速かつ適切に位置づけるための仕組み

というのも電気安全小委員会で議論しておりまして、これも一つのスマート化に向けた方

法だというふうに考えております。 
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 以上でございます。 

 それでは、続きまして白井さんのほうから。 

〇白井鉱山・火薬類監理官  鉱山・火薬類監理官の白井でございます。それでは、続き

まして鉱山・火薬類の保安に関してご説明したいと思います。 

 29ページをごらんください。まず、鉱山保安に関しましては、労働安全衛生法に基づき

まして鉱業労働災害防止計画というものを５年計画のものとしてつくっております。ご覧

いただいているグラフは、平成29年までの５年間が第12次計画、さらにその前の５年間が

第11次計画、全体10年間の災害の状況でございます。最後の29年は若干増加をしておりま

すけれども、全体的な傾向としては、罹災者数は減少傾向にあるという状況でございます。

ただ、緑の部分は重傷者数ですけれども、その割合が毎年大体７割ぐらいを占めていると

いうことと、赤いところが死亡者数ですけれども、毎年１～３名ほど出てしまっていると

いうことで、未だにこうした事故は発生しているという状況でございます。 

 次をみていただきますと、30ページでは、こういった状況をもうちょっと詳しくいろい

ろ災害分析をしているところです。まず、この12次計画では目標を掲げて、その目標達成

に向けていろいろな施策を講じてきたわけなのですけれども、上から２つ目ぐらいに小さ

い枠に入っていますけれども、度数率、強度率という目標値がありますが、簡単に申し上

げますと、災害の発生頻度、あるいは災害が発生するときの重篤さの度合いといったもの

を目標に掲げておりました。けれども、いずれも当初の目標は残念ながら達成できなかっ

たということで、その原因をさまざま分析しております。一例を挙げますと、棒グラフが

２つございますけれども、鉱山の中でも鉱種別に分けて、どういう鉱山は事故が多いのか

ということをみますと、非金属、これはけい石、ガラスの材料などになる鉱物ですけれど

も、こういった鉱山で比較的事故が多く、あるいは石灰石の鉱山などでも事故が比較的多

いといったような問題が出てきているということがわかっております。また、先ほど冒頭

で説明がありました資料１でも、さまざまな分野別の分析等を行っております。 

 次の31ページをご覧ください。こういったいろいろな事故の状況を踏まえまして、今年

度から５年間の第13次鉱業労働災害防止計画をこの度策定致しました。最初のところにあ

りますように、ここに書いてあるいろいろな指標で目標を掲げつつ、具体的な対策事項と

しまして、例えば鉱山保安マネジメントシステムの導入促進。これは第12次計画から進め

ているものでございますけれども、経営トップが保安に関与しながら現場の実態に合った

ＰＤＣＡサイクルを回して、マネジメントシステムとして充実するということを目指すも
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のでございますけれども、こういったものをさらに推進していくとか、あるいは死亡災害、

重篤災害の原因究明をさらに徹底するとか、今申し上げました鉱種の違いごとの対策を講

じるとか、さらには新技術を積極的に導入することを促して、さらに保安力を高めるとい

ったようなことをこれから推進していこうというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、32ページは火薬類の関係でございます。火薬類につきましては、そのステ

ージによって製造、貯蔵、消費といった各段階がございまして、それぞれの段階で技術基

準等を設けて規制をしているところでございますが、このスマート化という、これまでそ

れぞれの段階の性能規定化等の見直しを進めてきております。今年度につきましては、特

に消費の分野の見直しについて、委託事業等、あるいは産業保安・煙火保安合同ワーキン

グ等で検討を行いまして、火薬小委員会のご審議をいただいて、その方向性について了承

を得るなどして検討を進めてきているところでございます。 

 次のページをご覧ください。一例を挙げますと、どういう見直しをしているかというこ

となのですけれども、例えば煙火、これはいわゆる花火でございますが、花火の消費につ

いての技術基準の性能規定化をする例でございます。ちょっと見づらいですが、左下の絵

は、川で打ち上げ花火をしているようなイメージでみていただければと思います。この場

合、打ち上げ花火を上げる打ち上げの筒と、左側にありますその花火を置いておく置き場、

この間の距離、あるいは打ち上げ花火を打ち上げる場所の右側に「仕掛煙火」とございま

すけれども、いわゆる仕掛けものの花火も、演出をいろいろ考えながら花火大会などが開

かれるわけなのですけれども、そのときに今の基準といいますのは、先ほどの花火の煙火

置き場との距離、あるいは打ち上げ場所と仕掛け花火の距離といったようなものが、右側

の表にあるような形で、その距離を20メートル以上とること、といったような形で仕様規

定がされているという状況でございます。 

 これを、例えばということで右下に文字で書いてありますけれども、それぞれの距離に

ついて、距離で規定するのではなくて、火薬類の発火、爆発を防止するための措置を講ず

ることとか、あるいは逆に仕掛け煙火の近くでは花火を打ち上げないこととしつつ、必要

な安全措置を講じた場合にはこの限りでないとした上で、実際にこういった安全措置を講

じた場合には、20メートルあるいはもっと近い距離でも大丈夫かどうかということについ

て、自由度が高まるような形で見直しをしまして、それによって煙火の消費についてもさ

まざまな演出ができるような形で選択肢を広げるというような取り組みをしているところ

でございます。 
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 説明は以上でございます。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、新井火薬小委員長のほうから、何かコメントがありましたらお願いします。 

〇新井委員  火薬スマート化のほうは順調に進んでいると思います。特にスマート化を

するに当たって、非常に科学的な根拠に基づいたやり方というのをやっております。これ

は火薬の場合には、規模が大きくなるとその分なかなか計算ではうまく合ってこないとい

う部分がありまして、将来的には、多分非常に小さな規模で実験した後にシミュレーショ

ンのような形でいくのだとは思うのですけれども、そこに合わせるために実規模の実験と

いうのが不可欠でございますけれども、ここにきちんと予算を取っていただいて毎年実施

しているというのは、非常に役に立っているのではないかというふうに考えております。 

 以上です。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、和田さんのほうからお願いいたします。 

〇和田製品安全課長  製品安全課の和田でございます。製品安全についてご説明いたし

ます。 

 まず、35ページでございます。製品安全の体系は大きく、重大製品事故について報告を

受けたものについて原因究明をし、再発防止をするということと、製品安全に関する法律

は４つございますけれども、これらの法律に基づき、必要な製品について政令で指定し、

基準を設け、その基準を守っていただくという体系になっております。特にこちらで取り

上げておりますのは、最近モバイル化が進むにつれまして、スマートフォンでありますと

か、その充電のために使われているモバイルバッテリーの事故がふえているということに

対して、事故防止のために規制を見直しているということでございます。 

 まず、モバイルバッテリーにつきましては、もともとリチウムイオン蓄電池というのが

その規制対象になっているところでございますが、ここで通達を改正いたしまして、電気

用品安全法の規制対象であるということを明らかにしております。経過措置として１年間

を設けておりまして、この２月１日からの１年間の間で、事業者については基準に基づく

リチウムイオン蓄電池づくりをしていただくということになっております。 

 これと同様に事故件数が多いものが、ノートパソコンとスマートフォンでございます。

こちらにつきましては、事故の原因究明、再発防止対策の調査というところに少し時間が

かかるということから、早急にこのような作業に着手して、安全規制上の取り扱いについ
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て検討してまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、36ページ目でございます。ＩｏＴを使った規制のスマート化というところ

でございます。製品安全の確保上、既に市場に出た製品をリコールするということが非常

に重要になっております。事故件数との関係で申し上げても、実際に870余件の製品事故

が起こっているうち、その約１割は、実は製造事業者が危険性を認識してリコールをかけ

ている。リコールをかけているにかかわらず、消費者の手元にある製品で事故が起こって

いるという問題でございますから、このリコールをいかに効率化していくかということが

重要な課題となってまいります。 

 これにつきましては、もちろん製造事業者の取り組みを支援するということも重要でご

ざいますが、ＩｏＴを使った製品のトレサビリティーを確保する。消費者の手元にどのよ

うな製品があるかということを明らかにするような方策を考えるということでございまし

て、右側に２つアイデアがございます。１つは、これから出荷する製品については、例え

ばＱＲコードを付与することによって、消費者が手元にあるスマートフォンでシリアル番

号や型番を認識するような仕組みをつくれば、メーカー側からしてもその製品についての

安全情報が提供できる。リコール対象になったとすれば、それがリコール対象だよという

注意喚起をして、消費者の側からリコールに応じていただけるような取り組みもできるで

しょうということがアイデアとして挙げられておりますし、既に市場に出てしまった製品

については、改めてＱＲコードを張るというのはなかなか難しいということから、例えば

画像認識を使って製品を特定し、その製品がリコール対象であれば、同様に注意喚起をし

て消費者に認識いただくというような取り組みも可能かというふうに考えております。 

 その次のページにまいりまして、そのほか、少しマクロ的な視点でデータ利活用ができ

ないかという取り組みも行っております。これは産業保安分野と違って、製品安全分野は

製品が消費者の手元で使われているということから、データをどのように集めるかという

ことが重要でございます。これらについては、高齢者の行動データをライブラリーとして

とって、そのビデオカメラ動画から特徴となるべき動作の注意点、どのぐらいの高さまで

高齢者が背を伸ばすことができるかと、そういうライブラリーをつくるということで、製

造品設計に役立てるということもアイデアとしてできるのではないかということを考えて

おります。 

 38ページ目でございますけれども、インターネット取引拡大への対応ということでござ

います。さまざまな製品がインターネットで取り扱われるにつれまして、基準に適合しな
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い、あるいは事故を起こした製品がインターネットで扱われるという事例がますますふえ

ております。これらにつきましては、インターネットモール事業者との定期的な連絡会合

を開催しておりまして、どのようにすれば違反品が市場から出せるのかという意見交換を

行っております。 

 そのほか、海外でつくられた製品が直接輸入されるという事例もふえておりますので、

海外事業者に対して製品安全法をどのように適用すべきかというところは、「電子商取引

及び情報財取引等に関する準則」というものがございまして、こちらの改訂で反映させる

とともに、海外の当局との連携も強めていくと、そのような方向で考えております。 

 あと、ＥＳＧとの関係が１点ございます。こちらは、製品安全分野につきましてもメー

カーが自主的に安全の対策に取り組んでいただくというのが非常に重要ということで、私

どもは10年前から、製品安全対策優良企業表彰ということで、ベストプラクティスを取り

上げ、企業のすぐれた安全の取り組みを表彰するとともに、投資家の視点からは、ＥＳＧ

投資を活用することによって安全の取り組みに熱心な企業の株が高く評価される、そのよ

うな取り組みができないのかということを検討しております。 

 以上です。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、三上製品安全小委員長のほうから、何かコメントがありましたらお願いしま

す。 

〇三上委員  では、気づいたことを二、三ご紹介したいと思います。 

 １つは、36ページにも製品事故の中で１割以上がリコール対象製品によるものであると

いうことで、市場に残っているリコール製品、いかに迅速に回収を進めるかということは

非常に重要だと思います。そういう意味で、スマート化の事業者による取り組みの例とし

てご紹介したいのは、これは賞を受賞しておられますので企業名をいって差し支えないか

と思うのですが、上新電機さんなどは、リコール製品の非常に充実したデータベースをつ

くって、自分の販売チャンネル以外から購入した製品についても、店頭に行くとリコール

の案内を差し上げる。こういうふうなサービスを展開しておられるということは、非常に

すぐれたスマート化の試みではないかなというふうに思っております。 

 もう一つは、スマート化すると、どうしてもＩＴ利用に困難を抱える消費者は置き去り

になるわけですけれども、そういう顧客に対する対応として、例えば、地域のボランティ

アの方が高齢者のグループに行っていろいろな活動をされる、あるいは、いわゆる町の電



- 28 - 

 

気屋さんという小規模な事業者が、むしろそこを売り物にして展開されるというようなこ

と。 

 もう一つは、これも製品安全優良企業表彰で賞を取られたのですけれども、宅配のヤマ

トさんが自治体の高齢者見守りサービスと連携して、荷物を届ける過程でリコールの回収

サービスをお手伝いされるというふうな、こういう事例もスマート化と並行して進めると

いうのは非常に重要だなというふうに思いました。 

 あと、今日の資料を拝見していて思ったことで、ついでに発言させていただくと、５ペ

ージに保険の回収のデータがございます。製品安全分野、ほかの分野もそうでしょうけれ

ども、事業者の皆さんに安全でないことのコストということをしっかり認識していただく

ということは、特に経営者に認識していただくということは大事だと思います。そういう

意味で、保険のみならず例えば事故発生直前直後で株価への影響がどうだったかとか、あ

るいは求人倍率がどうだったかというようなことも、もしこういう調査を系統的にやれる

ようであれば、ぜひ項目の中に追加をしてお調べいただくと非常によいデータができるか

なと思いますので、一つご意見申し上げたいと思います。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。全体へのご意見もいただき、大変貴重なご

意見ありがとうございました。 

 それでは、委員の方から、皆さん何かご質問、ご意見ありましたらお願いしたいと思い

ます。 

 田村委員のほうからお願いいたします。 

〇田村委員  スーパー認定事業所のお話があって、いわゆる保安に対してスマート化を

進めながら取り組んでおられる優良企業を表彰されるという非常によいもので、それに対

してご発表があったのですけど、１点ちょっと気になりますのが、ここに「リスクアセス

メント」というふうに書いてあって、多分日常の平時の中で事故が起こらないようにとい

うような中での「リスクアセスメント」という言葉の使い方だと思うのですけれども、リ

スクアセスメントというと、こちらは全体的には自然災害も扱っておられて、平時ではな

い中で異常事態が起こった中でのリスクということも含まれてきますので、もしスーパー

認定事業所についてはそれを含んでいないのであれば、少し言葉の使い方を考えないとい

けない。そちらについても配慮をされた事業所かどうかをここで判断するものではないと

いうことを明らかにする必要があるのではないかというふうに思いました。もちろん、ス

ーパー認定事業所でその点についても取り組んでいただいたら一番いいのですが、今はそ
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こが含まれていないようにお見受けいたしました。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは。 

〇髙橋高圧ガス保安室長  高圧ガス保安室でございます。リスクアセスメントといたし

ましては、保安管理とか設備管理、あと運転管理のさまざまな観点から管理をしていただ

くということにしております。自然災害とかに関しましては、特に大きなところでは地震

というところがあると思いますけれども、そこにつきましてはスーパー認定に当たりまし

ての要件になってございます。事業者の皆さんにおかれましては、それを達成していただ

けるようにこういうところで基準を設けたり、あとは補助金などを使いましてさまざまな

取り組みを進めていただきたいということで我々もサポートしているところでございます。 

 以上です。 

〇田村委員  複合災害であるとか複合事故についてリスクをアセスメントされて対応す

るというのはなかなかハードルも高いと思いますので、そこ全体をおやりになられている

ようにはお見受けしないということです。例えば首都直下地震、南海トラフなどの地震が

起こった場合の対応ができるというふうに思われてしまうことは、誤解を生むことは多分

明らかで、もちろん防災に一生懸命取り組んでいただいていることについては評価してい

るというのは認識しておるのですけれども、そこはいかがなものなのでしょうかというと

ころを申し上げたのみでございます。 

〇髙橋高圧ガス保安室長  ここにつきましては、スーパー認定の枠組みのみならず危害

予防規程とかというものを事業者の皆さんについては作っていただくことにしております。

ですので、災害が起きたときとか複合災害、もしくは水害、地震があったときには、それ

に基づいて企業の中、工場の中もそうですし、その周辺についても対応していくという仕

組みには一応なってございます。 

〇小川委員  ご指摘は大変ごもっともなご指摘でして、事故が起きるときは平時のリス

クアセスメントでは十分ではないというご指摘だと思うのですが、このスマート化に入る

前に、実はその辺のリスクアセスメントのことがかなり議論になりまして、非定常時のリ

スクアセスメントというキーワードで各社それを十分に進めていて、その上に立ってこの

スマート化というのは進んでいますので、地震とかそういうところを全て網羅というとこ

ろまではできていないかもしれませんが、非定常時のリスクアセスメントについては十分

認識してやっているということです。 
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〇田村委員  理解しました。その旨を付記していただくと――言葉の使い方の問題かな

というふうに思います。 

〇横山分科会長  わかりました。ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、岩本委員お願いいたします。 

〇岩本委員  ありがとうございます。２点あります。 

 まず、23ページの風力発電なのですが、これは地元のことで申しわけありませんが、川

崎区に市民健康の森（浮島町公園・海風の森）というのがありまして、そこに小型風力が

設置されています。その小型風力の設置企業が風力発電をつくらなくなったということで

メンテナンスが出来ないことにより撤去ということになっているようです。環境のシンボ

ルということで、市民は撤去しないでというようなことを今相談しています。小型風力発

電については騒音トラブルなど各地において様々な課題はありますが、電気保安のスマー

ト化にむけてメリハリのある規制というこの風力発電の調査事業を、今後ますます進めて

いただければと思います。 

 ２点目、24ページ、保安力の向上ということで保安技術の高度化検証に期待しますが、

ＦＩＴでかなり太陽光発電が導入されましたけれども、今後順次ＦＩＴが終わりを迎えま

す。その後、多分自家消費ということで蓄電池が広がっていくと思うのですけれども、さ

らに蓄電池やパワーコンディショナー、バッテリー関係の保安力の向上ということを取り

入れていっていただければと思っております。 

 以上です。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、白神さんのほうから何かありましたら。 

〇白神電力安全課長  電力安全課でございます。ご指摘どうもありがとうございます。

小型風力も含めまして、今年度も調査を続けてしっかりやっていきたいと思ってございま

す。 

 もう一点、今お話ございました、今後バッテリーの関係がふえていくのではないかとい

うことでございますが、私どもも多分そうなるのではないかと思っておりまして、そうい

った面も含めて、保安力の向上をどうやっていくかということをしっかりと検討してまい

りたいと思います。ありがとうございます。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 
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 ほかにいかがでしょうか。それでは、よろしゅうございましょうか。 

 それでは、時間の関係もございますので、次の議題の４番、「中期的な産業保安の確保

のあり方について」、これは先ほど福島さんからもお話がありました、若手新政策チーム

による検討結果ということでございます。これについて、まず事務局のほうからご説明を

お願いいたします。 

〇後藤保安課長  今ご紹介ありましたとおり、我々のグループの若手が、今後、中長期

的に保安がどうあるべきかを考えて、皆様にご提示したいということでございます。ぜひ

忌憚のない率直なご意見をいただければありがたいと思っております。 

 では、若手チームより説明させていただきます。 

〇郷原担当補佐  保安課の郷原と申します。４．の資料を開いていただければと思いま

す。 

 まず、本資料の位置づけについて申し上げます。昨年以来、産業保安グループ内の若手

新政策チームにおいて、中長期的な産業保安の確保のあり方について議論を開始し、省内

外においてヒアリングや議論を実施してまいりました。本資料は、こうした議論の結果を

踏まえてディスカッションペーパーとしてまとめたものであります。こうした資料の性質

に鑑みまして、ぜひ本日の保安分科会において、委員の皆様のご見識から闊達なご議論を

いただければ幸いと思っております。 

 それでは、早速、本体資料に移りたいと思います。１ページ目、現状であります。厳し

さを増す産業保安としております。先ほどの事務局からの説明にありましたように、事故

に伴う死傷者は減少する一方、今後、プラントの老朽化、保安人材の不足が深刻化すると、

事故リスク、設備保全コストは増加するおそれがあり、また社会構造自体も変化するなど、

産業保安の確保は大きな転換点を迎えております。こうした現状を踏まえまして、まずは

産業保安のスマート化ということで、事業者の自主保安力の向上やＩｏＴの導入促進を重

要な課題として取り組んでまいりました。 

 ２ページ目には、これまでの取り組みを記載しております。先ほど説明いたしましたの

で割愛いたしますが、不断の規制見直し、ＩｏＴ導入へのポジティブ・インセンティブ、

ＩｏＴ実証の実施、ＥＳＧ投資などの市場メカニズムの活用検討といった３本柱で進めて

いるところでございます。 

 こうした取り組みを通じ、我々が改めて考えた問題意識を３ページ目に記載させていた

だいております。これまでの取り組みは、自主保安力の向上やプラントにおけるＩｏＴ導
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入促進、データ利活用の推進に一定の成果が上がったと考えております。他方、企業間の

データ連携の規模やスピード感は、改めて課題として浮き彫りになってきたのではないか

と考えております。 

 さらに、今後、国内市場が縮小するなどで国内のプラント経営環境は厳しくなっていく

ことを見据えると、個社、各社によるこれまでの対応の延長線上では、対応の規模、スピ

ードは必要とされる水準に届かず、これまで皆様の努力で何とか実現してきた保安水準の

維持というものが困難になってくるのではないか。このため、手おくれになる前に保安部

門を産業構造から抜本的に変えていくことが、産業保安の維持向上の観点から不可欠では

ないかというふうに考えております。 

 ４ページ目には、データビジネスあるいはプラントをめぐる動きを記載させていただい

ております。第４次産業革命においては、ＡＩ技術等の発達によってビッグデータを占有

し、分析・活用することのできるデータプラットフォーマーの生み出す価値が向上し、高

度なソリューションを提供する主体になっております。例えばグーグルであるとかアップ

ル、あとは最近ちょっと問題になっていますがフェイスブック、アマゾン、すなわちＧＡ

ＦＡと総称されるこれらの企業は、ユーザーデータを解析しビジネスに役立てているデー

タプラットフォーマーとして有名なところかと思います。 

 また、海外においては、企業間で重複するような機能を共通化・共有化して、効率的な

プラント運営を可能にする取り組みが進展をしております。資料中には、ドイツのケミカ

ルパークにおける企業間のユーティリティーの共通化やアメリカでの事例について記載を

させていただいております。 

 ５ページ目は参考ということですけれども、プラットフォーム型ビジネスというものが

今後広がる中で、縦割りの対応でなくて横串、横断的な対応が必要になるのではないかと

いったことについて記載をしております。 

 こうした問題意識やトレンドを踏まえたときに、我々に求められるビジョンというもの

を６ページ目に掲げさせていただいております。すなわち究極的な形として、大規模プラ

ントのＯ＆Ｍを専業とする総合Ｏ＆Ｍ企業が業種横断的に登場して、各種プラントのビッ

グデータを統合、所有するようになる。プラントのリアルデータを保有するプラットフォ

ーマー、すなわち保安版のＧＡＦＡとして機能することによって、プラントのデータ連携

の規模、スピードを一層強化して、データを利活用した飛躍的に効果的な保安というふう

なソリューションを提供し得るのではないかというふうに考えております。これは、結果
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的にプラントの所有とＯ＆Ｍの機能分担を改めてするということになろうかと思います。 

 この総合Ｏ＆Ｍ企業は、保安力の向上という本来目的のみならず、海外も含めましたＯ

＆Ｍビジネスの市場を開拓する我が国の新たな稼ぐ力としても期待できるのではないかと

いうふうに考えております。 

 ここで掲げた総合Ｏ＆Ｍ企業は、企業業界の垣根を越え、またオペレーションとメンテ

ナンスというものを一体として担うということで、現在の業界の構造からある種大きく離

れた姿でありまして、今すぐに実現がなされるというふうにはなかなか考えづらいところ

かもしれません。 

 他方、この究極的な形まで行かないにしても、データを利活用しながら複数の企業のオ

ペレーションやメンテナンスを担っていく企業であるとかサービスが登場する可能性は今

後あるのではないかというふうに考えておりまして、そうしたことを７ページ目に記載を

させていただいております。 

 例えば風力発電のＯ＆Ｍについては、既に発電設備の所有者でなくてメーカーがＯ＆Ｍ

の実施主体となっているようなケースが存在をしておりまして、風力に限っていえば、オ

ーナーシップとＯ＆Ｍが分離をしているような構造が生まれております。また、商社が手

がける発電事業や自治体運営の水道といったものも、Ｏ＆Ｍを外部委託しているようなケ

ースが多いかと思っております。こうしたことから、所有とＯ＆Ｍというものが分離をす

るということは、ある段階を経れば、いずれ大規模なプラントでも来るのではないかとい

うふうに考えております。 

 このページでは、そのあり得る、考えられる段階の例として、２つ例を掲げさせていた

だいております。１つは、こうした動きがなじみやすいような業界からであれば実現しや

すいのではないかという仮説です。例えば電力業界、すなわち発電プラントですけれども、

電力システム改革の結果、発電事業者として新規参入者が入ってまいりますけれども、そ

うした新規の事業者が所有をすることになるプラントを中心に、Ｏ＆Ｍの市場というもの

があるのではないのかというふうに考えています。 

 あるいは、Ｏ＆Ｍの全てを一度に一元的に担うということではなくて、まずは、ある種

協調しやすいメンテナンスだけ横断的に誰かが担っていくということがあるかもしれませ

ん。例えば、ある特定のコンビナート地域において、ユーティリティーあるいはメンテナ

ンス部分を共有化するようなことが業種横断的に生まれるということはあり得るかと思っ

ております。こうした段階を経ながら、最終的に総合Ｏ＆Ｍ企業が誕生していくというス
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トーリーについては、一定の実現可能性があるのではないかと考えております。 

 最後、８ページ目ですけれども、こちらでは、少なくとも今後検討が必要だと考えてい

る論点について記載をしております。１点目は、そもそも総合Ｏ＆Ｍ企業が登場すれば、

保安投資やあるいは保安の技術のイノベーションが進んで、保安が維持向上されることに

なるのか、総合Ｏ＆Ｍ企業が利潤のみを追求をすることでＯ＆Ｍへの投資を怠るようなこ

とにならないのか、そのためのルールメーキングはどうしたらいいのか、そういったこと

が一つ論点としてあるかなというふうに考えております。 

 ２つ目は、こうした総合Ｏ＆Ｍ企業を担い得る主体はどのような存在か。資料の６ペー

ジ目には、プラントオーナーであるとかエンジニアリング企業であるとか、あるいはメー

カーを例として記載しておりますけれども、そもそもこうした企業の方々はＯ＆Ｍビジネ

スに参入をいただけるのか、あるいは彼らにプラスをして、ＡＩベンチャーの技術である

とか商社や金融のノウハウみたいなものも必要になってくるのではないかといったことが

２つ目の論点です。 

 ３つ目、これは結構重いというか大きな論点だと考えておりますけれども、現行の産業

保安法令についても検討が必要かなというふうに思っております。すなわち、総合Ｏ＆Ｍ

企業が登場してプラントの所有とＯ＆Ｍが分離をした世界が生まれると仮定をした場合、

現行設備の所有者、設置者に課している保安法制上の責任について、Ｏ＆Ｍを担う企業と

の間で再分担をする必要があるのではないかというふうなところが考えられるかと思って

おります。 

 以上ご説明申し上げましたけれども、この仮説についていろいろ実現可能性、期待であ

るとか不安であるとか改善点であるとか、あるいは問題点であるとか、皆様いろいろご意

見あるいはコメントがあろうかと思いますので、ぜひご活発なご議論をちょうだいできれ

ばと思っております。よろしくお願いいたします。 

 説明は以上です。 

 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 今、最後にお話がございましたように、まさにきょうは意見交換をするという場でござ

いますので、どのような観点からでも結構でございますので、ご自由にご意見いただきた

いと思います。 

 それでは、淡輪委員よろしくお願いいたします。 
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〇淡輪委員  石油化学工業協会の淡輪です。中長期の視点での将来像ということで、若

手の皆さんが前向きに検討いただいたことを評価いたします。石油化学工業の立場として、

この仮説、究極的な将来像ということについて、現状を踏まえてどういう検証をやる必要

があるかという視点で幾つか意見を述べさせていただきたい。 

 現在、石油化学工業の企業のあり方というのは、一般的に設備を所有してオペレーショ

ンを行い、製造販売を行っているというパターンです。一方、プラントのメンテナンスに

ついては、専門知識をもつメンテナンス専門企業が担当しているということです。ここで

いわれている総合Ｏ＆Ｍ企業という仮説ですけれども、これは設備保有とオペレーション

を分離するというところが非常に大きな変更になろうかと思います。 

 そのときに何が問題となるかということで幾つか意見を申し上げますと、１つは、ケミ

カルプラントというのはプロセスであり、そこに技術のノウハウが詰め込まれている。そ

の設備設計から建設、そしてオペレーションまで密接につながっている。オペレーション

段階では、特に安全の問題、保安の問題というのが非常に大きなウエートを占めてきて、

例えば緊急停止時の処置であったり、そういう非常時にどういう対応をするかというのは、

ノウハウの蓄積によって対応可能であるということだと思います。 

 そこを分離するというのは、オペレーションを担う企業がそういう保安責任まで負い切

れるかどうか、そこをきちっと設備保有をやっている企業が伝え切れるか。そして、そう

いう要員の教育なり熟練度をどうやって確保していくか。まずそういったものが担保され

ないと、分離というのは非常に難易度が高いということがいえると思います。 

 それから、それは共通のＯ＆Ｍ企業がやるということになると、各社のノウハウを全部

一社が把握することになる。そこで、独禁法上の配慮なり企業秘密の流出リスク、その辺

をどう考えるか。そういった視点で検証していく必要があろうと、そんなふうに思ってお

ります。 

 それから、メンテナンスのレベルの問題で現状の問題点と中期的な観点から申し上げま

すと、メンテナンスにおいては定期修理、これは２～４年に１回、２カ月程度設備を全部

とめて、そこで現状の不具合なりどういうメンテナンスを行うか、こういった作業をやる

わけですが、現在、日本に12の石化コンビナートがあるわけですが、その定修時期が重な

ったりすると、メンテナンス会社の要員確保というのが非常に難しくなってきている。特

に熟練度の高い作業員の確保というのが難しくなっている。今、石化協で調査をやってい

るのは、そういう時期の重複であったり、そのことによって要員確保がどれだけ難易度が
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上がっているか、今後どういう問題点が生じるかという視点でファクトファインディング

をやっているところです。そういう意味からいえば、時期の調整なりそういったことで要

員の確保の難易度を下げていく必要がある。そんなレベルの検討が必要だろうというふう

に思っております。 

 先ほどの資料の中で、ドイツのケミカルパークのところを参考にされているのはよくわ

かります。これは、１つは共有の設備なり機能を担う企業が担当して効率を上げていくと

いう思想で、そういう思想というのは日本にとっても非常に大事なことで、特にコンビナ

ートが重なっているようなところで、例えばユーティリティー設備を共有化するなり、そ

ういった動きは既に起きているわけです。それをもう少し大規模化してやるという視点と

いうのは、今後非常に大事な論点になってくる、そんなふうに思っております。 

 私からの意見は以上でございます。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、橘川委員のほうからお願いいたします。 

〇橘川委員  このようなプロジェクトを若手の方がやられるということは、非常にアプ

リシエイトいたします。それと、いわれている総合Ｏ＆Ｍ企業という方向性も、私は正し

いと思います。 

 確かに保有と管理を分けるというのは難しい面がありますけれども、日本のコンビナー

トの国際競争力の弱さというのは、コンビナートの数が多過ぎる上に、中が１つ１つばら

ばら、会社の数が多過ぎるわけでありまして、世界と比べて競争力をもっていくためには、

こういう総合Ｏ＆Ｍ的なアプローチをして競争力を高める余地は十分にあると思います。

もし保有にこだわって何もしない会社に比べて、こういうやり方をとったコンビナートの

ほうが競争力はあるのだということを実例で示せば、答えはおのずと明らかなのではない

かと思います。 

 ポイントは、そういう意味で業界の壁、あるいは行政の縦割りの壁、この２つの縦割り

の壁に今挑戦されようとしているところが重要だと思いますので、今後産業保安という切

り口から行くわけですから、５年先、10年先で産業保安のところで業界の壁を越えて問題

になりそうな事柄を頭に入れて、それについての保安を先取り的に勉強しておくというこ

とが大事だと思います。 

 具体的にいいますと、１つは、電力業界が今都市ガス参入に当たって非常に強く求めて

いるガスの未熱調化です。ＬＰガスを混ぜなくても家庭用まで安全なのではないか、こう
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いう議論があります。これが本当なのかどうか。これは都市ガス業界、ＬＰガス業界はす

ごく反対すると思いますけど、そこを中立的な産業保安という切り口からみていただくと

いいと思います。あるいは、逆に都市ガス業界が推進していることでいいますとメタネー

ション、水素と二酸化炭素からメタンガスをつくる、こういうものがあります。政府は水

素プラン基本戦略をつくっていますが、電力業界がこれは非常に消極的なので、水素発電

はほとんど行われていない。そうすると、水素を大量に使えるとしたら、むしろ都市ガス

業界が温室効果ガスを削減するために、都市ガスをつくるときにＣＯ２を使うというやり

方を導入してくる可能性がある。これは産業保安的に一体どうなのか、そこをチェックし

ておく必要がある。 

 あるいは、国際的に気になりますのは冷媒の問題です。おととしのキガリ改正によって、

今まで代替フロンはオーケーだったわけです、オゾンを守るという意味ではオーケーだっ

たわけですけど、温室効果が高いということで、特定フロンだけではなくて代替フロンま

で削減対象になった。であったら、これに対してどうやって――これは日本の競争力にめ

ちゃくちゃ影響しますので、産業保安の観点から、まずは中立的にどういうことができる

のかということを、こういう若手の人たちが先を読みながら具体的なテーマを選んで考え

ていく、こういうことが非常に重要なのではないかと思います。 

 以上です。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、首藤委員お願いします。 

〇首藤委員  ありがとうございました。私も事前レクをいただいた段階から、ご提案自

体は大変興味深く感じておりまして、いろいろと考えて今後のことを積極的に取り組んで

いくところはいいなと思いました。 

 ただ、きょう少し安心したのですけれども、事前にご説明いただいた段階の資料を拝見

しますと、どちらかというと保安力の維持向上というよりは、今後国際競争力をもって、

言葉は悪いですけれどもお商売につなげていきましょうというような、そういう色合いが

少し強いかなと思っておりました。もちろん、そちらも当然大事ではありますけれども、

少なくともこの場は、保安についてできるだけ高めていこうということなのにと思いまし

た。ただ、きょうのご説明は、はっきりと目的が保安力の維持向上だとおっしゃられてい

ましたので、それでいいかなと思います。経済産業省全体としては違うかもしれませんが、

多分こちらは保安について考えるところだと思うので、そこはぜひぶれないでいただきた
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いと思います。 

 もう一つは、最後の「検討中の論点」の一番上に書いてあるところなのですけれども、

このような形にすれば本当に保安力が、できれば維持だけでなくて高まることが求められ

るのですけれども、それが本当に実現するのかというのがとても心配なところだと思いま

す。ごくごく一般論でいけば、防災と減災とかリスク管理の観点からすると、１つにまと

めるということは、そこがやられると全てが駄目になるという脆弱性を内蔵することにな

ってしまうので、大きな１つにまとめるのは、平時はいいけれども、いざというときに本

当に強いのかしらというのが私は大変気になりました。 

 ですので、平時の保安だけではなくて、異常時といいますか、先ほども出ていました複

合災害とかも含めて、そういったことを少し検討していただけるとありがたいかなという

ふうに思います。 

 以上です。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 三上委員と勝野委員、どちらが先に挙げられたのかわかりませんけれども、三上委員の

ほうからお願いいたします。 

〇三上委員  大変挑戦的な問題提起で、大いに啓発を受けました。これは消費生活安全

の分野に置きかえると何なのだろうなとちょっと考えてみたのですけれども、そうすると、

生活空間におけるライフログデータの把握を誰がしていくのかというふうな非常に大きな

問題になっていくのかなと。まさにSociety5.0の中心テーマだなというふうに思ったので

すね。今、家庭内にロボットなり、あるいは空調機器であれ、あるいはスピーカーであれ、

いろいろな情報機器が入っていて、そこからいろいろな生活空間のライフログデータをど

うやって収集するかということを皆さんお考えだろうと思うのですね。それが差別化した

製品なりサービスなりの開発に結びつくということが中心だと思いますけれども、やはり

安全の提供ということに結びつけてお考えになる事業者の皆さんも、これから大いに出て

くるということを期待したいなと思います。 

 先ほどちょっとヤマトさんの話をしましたけど、ヤマトマルチメンテナンスソリューシ

ョンズ、ヤマトさんの子会社が、リコール製品回収サービスについて企業横断的なそうい

うサービスをやられているという意味で、ある種Ｏ＆Ｍ企業の一つの事例なのかなと。た

だ、全体的に本当に企業横断的なこういうサービスが消費生活分野であるのかなというの

は、まだちょっと想像がわかないという、そんな感じです。感想です。 
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〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、勝野委員お願いいたします。 

〇勝野委員  ありがとうございます。電事連の勝野でございます。 

 はじめに、総合Ｏ＆Ｍについては、オペレーション、メンテナンスを一括で扱うだけで

なく、別々に扱う場合もあるという認識のもとでお話しさせていただきます。 

基本的に発電設備についても送配電設備についても、電力業界においては2000年前後か

ら定時保全、いわゆるタイムベースドメンテナンスから、状態監視保全、いわゆるコンデ

ィションベースドメンテナンスに移行してきており、これはすなわち４スライド目にある

ように、できるだけ多くのフィールドデータを事業者を超えて共有し、それに対するソリ

ューションを見つけてきたという歴史があります。したがって、ビックデータの連携・活

用という考え方自体について違和感は無いものと考えます。 

ただ、ＩｏＴやＡＩを使ってどこまで自動化するかについては、保安の面とは違う考え

方をしていかなければならないと、インフラ事業者の立場として考えています。 

 また、異業種間まで取り組みを拡大した場合、プラントの種類によって特に扱う流体が

異なり、温度や圧力も様々であるため、それらを状態監視保全に移行していかなければな

らないとすると、どこまでそういったデータの利活用ができるかということは、今後考え

ていかなければならない課題だと感じています。 

 我々電気事業者としては、プラントのＯ＆Ｍについては、今申し上げたように状態監視

保全によって、効率的な設備運用と高い品質を両立させてきたと認識しており、低廉かつ

安定な電力供給を実現させてきたと思っております。この背景として、設備の所有からオ

ペレーション、メンテナンスを一貫して行う事業者が複数存在し、それぞれが品質とコス

トを競争してきたことが大きな要因であると考えております。 

 したがって、競争によって品質とコスト力が高まった結果として、保安水準も高まって

いると認識すれば、これはオペレーション、メンテナンスを、先ほどのご説明のように１

社に固めるということではなく、そういう会社が複数社でき、その間で競争が生じること

が重要なのではないかと思います。先ほど意見があったように、オペレーション、メンテ

ナンスの実施が１社となってしまうと、保安水準の維持向上、あるいは安定、安価な供給

へのインセンティブがどういうふうに働くのかというのは、よく考えなければいけない課

題だと感じています。 

 以上でございます。 
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〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、田村さん、東嶋さん、三浦さんと順番に行きたいと思います。よろしくお願

いします。 

〇田村委員  今もお話あったのですけれども、リスク管理の観点からいくと、一元化す

ることは、１つやられてしまうと全部だめになるというリスクもありますけど、ノウハウ

が一元化されるということは一つあるので、オペレーションについてはブロック化すれば、

一元化することは必ずしも――リスク管理の面からいくと、よい面と悪い面とあるという

ことで応援演説を１つ。 

 皆さん方のお話をお聞きしていますと、多分Ｏ＆Ｍの組織ができたとして、今度平時、

それからリスクが顕在化したとき、そうしたのを長期的にどういうふうに実際に機能して

いくのかというのを次の段階でみせていただくと、もうちょっと議論がおもしろくなって

くるのではないかなと。今は、何かできましたというところで終わっているので、次をみ

せていただけるとおもしろいかなというふうにお聞きいたしました。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、東嶋さんお願いいたします。 

〇東嶋委員  ご説明ありがとうございました。２点ございます。まず、若い人がこうい

うことを考えてくださって、非常にすばらしいと思います。 

 ぜひお願いしたいことが１点目なのですけれども、ほかの委員からも出ましたけれども、

このことを小さな試みからまず始めていただいて、実際にデータをとった上で保安が向上

するという検証をする、それから、その小さい試みからふやして大きくしていくというこ

とをぜひやっていただければと思います。 

 ２点目としては、課題というか懸念なのですけれども、情報の流出とかサイバーセキュ

リティーの問題なのですけれども、あるいはＯ＆Ｍサービス会社というのに外国資本がど

れだけ入ってくるかとか、そういう点でのリスクについての懸念なのですが、先日オース

トラリアにエネルギー関係の取材に行きまして、新聞でこういう議論を読んだのですね。

オーストラリアの化石燃料の資源に対して、ユーティリティー、発電事業者として特に海

外の事業者が最近入ってきていると。名指しはしていませんでしたけれども、アジアと書

いていましたが、中国を念頭に置いていると思います。中国企業が参入してきて何につい

て懸念を示しているかというと、ヨーロッパで電力のインフラにサイバーアタックがあっ

たと。中国企業がこういうユーティリティーになったり、あるいはＯ＆Ｍのサービス会社
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になった場合に、サイバーセキュリティーが信頼できるものになるかどうかという懸念が

表明されていて、それで議論があったのですけれども、オーストラリアでは、外国企業が

ユーティリティーに入ってくることに対して何らかの規制が必要ではないかというような

議論までありました。 

 ですので、現状、例えば発電事業者がもっているデータをＯ＆Ｍサービス会社が使うこ

とになる、そしてある程度集約されていくことになることに対して、先ほど申し上げた情

報管理、サイバーアタックについての防御ということで解決をしていかなければいけない

課題はあるかと思います。でも、試みとしては、やってみるのはおもしろいと思います。 

 以上です。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、三浦委員お願いいたします。 

〇三浦委員  ありがとうございました。今まで審議会で余りこういうチャレンジングな

ことはなかったので、驚いてます。私は事業者でもなく研究者でもなく学者でもなくて、

ただのおばさんですので、一般消費者ではなかなか理解しがたいお話もたくさんあったか

なとも思うのですが、こういう取り組み、例えば縦割りを横断的にやっていこうとか、今

までできなかったことを連携して進めていこうとか、国際競争力をつけて頑張っていこう

とかというのは、大変すばらしいことだと思っています。 

 ただ、先ほど首藤さんとか、今皆さんにおっしゃっていただいたのですが、ここは保安

というところ。安全と保安というのは、みんなタダなのだと思っていますが、そうではな

くて、安全とか保安を確保していくためには、もちろんコストもかかりますし人手もかか

る、いろいろなものがかかっていくのだということを、消費者として理解し、認識してい

くべきだと考えています。 

 お願いというのは、とにかく事故を起こさない、誰一人として現場から死ぬ人が出ない

ということだと思うのです。言いたいことはたくさんあるのですが、このようにＩｏＴと

かＡＩを今後も駆使して様々なことにチャレンジしていくというのは大事なのですが、決

してそれを過信しないでいただきたいということです。人がつくって、人が運んで、人が

使うとかという根本的な、根源になることだけは、どうか忘れないでいただきたい。たと

えどんな製品一つからでも、あなたの家族が事故に遭わないように。それから、エネルギ

ー関連でも何かトラブルが起こって困る人が出ないように。どんな災害が起こってもその

ように考えていただいて、今後のこういう検討を進めていっていただけたら、また説明を
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聞きたいなと率直に思いました。稚拙な意見で恐縮ですが。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、穂積さんお願いいたします。 

〇杉原委員（穂積代理）  神奈川県の穂積でございます。私も行政の人間ですので、ち

ょっと行政的な視点になってしまうかと思うのですが、実際にいろいろな現場の方のお話

を伺ったり許認可をやって、我々自身の許認可をする側の人材もそうなのですが、専門的

な技術をもった人間が現実的にどんどん減っている。高齢化していってどんどんやめてし

まっている。これは恐らくこれからどんどんリスクとしてふえていく部分かなというふう

に思います。実際、先ほど事故データのお話を伺っても、いわゆるヒューマンエラーがか

なり出ている。我々も許認可をやっている立場として、実際にどうやって人材を育成して

いくかというのが非常に重要な話になってまいります。 

 そういう中で、ここに出されましたオペレーションに関しては、先ほど企業ノウハウと

いうお話があったのですが、我々としても、メンテナンス部分についてはできるだけデー

タを共有化して一元化して、そこにほとんどの人間が情報をとれるような仕組みをつくっ

て、そこで人材も育成しながら横断的にやっていく必要性というのは非常に強く感じてい

るところでございます。どういったところから現実的にできるのかというのは、ぱっとア

イデアで浮かびませんが、ぜひこういった取り組みを小さなところからでも進めてもらえ

ばというふうに思っています。よろしくお願いします。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、市川委員お願いいたします。 

〇市川委員  産業保安について産業組織的に論じようという、初めての試みだと思いま

す。そういう意味で大変敬意を表したいと思います。いずれにせよ、当協会は安全確保に

おける実務部隊でございますので、こういう考え方におくれをとらないように勉強してい

かなければならないと思った次第であります。 

 その上で申し上げますと、中期的な産業保安を考えたときに、高圧ガス保安協会の会長

という立場だけではなくて、いろいろ見聞きを多くする立場からみたときに、産業保安、

特にガスについていえば、ほかにどういう課題があるのだろうかという観点からの目配り

も必要かなと考えております。 

今日的にいえば、まず一つ目は高齢化社会の到来であります。 

 ご存じのように車についていえば、高齢化によるブレーキとアクセルの踏み間違い等と
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いうことが大きな問題になってきています。幸いにしてガスについていえば、昭和60年代

からマイコンメーター、ガス漏れ警報器、遮断器が導入され、大変に画期的な成果をおさ

めています。ある意味で技術的に、高齢化の問題を先取りして解決策を講じてきたという

のが現実だと思っています。ただし、もう一度今日の目でみたときに、今のガスの消費者

のレベルにおける保安の問題というのは、問題があるのかないのかというのは一つみてお

く必要があるのかなと思います。 

 もう一つ懸念すべき点は、労働市場の多様化であろうかと思います。避けることができ

ないと思いますが、外国人の方の労働者がどんどんふえてきているという中でガスの保安

を確保するというのはなかなか大変です。現に関係する事業者の方が相当な努力をするこ

とによって、安全を確保してきているということが現実にあります。そのような点などに

ついて、政策的な視点から考えていく必要もあろうかなと思います。 

 最後に、これだけ安全についての力をもっている日本の産業が、これをブランドとして

海外に出ていくという視点からみたときも、恐らくさまざまな政策展開の可能性があるの

ではないかなと思っております。 

 以上です。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 時間がまいりましたが、たくさん貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございま

す。 

 それでは、ちょっと時間はオーバーしていますが、今のご意見に基づきまして、若手の

皆さんのほうから何かコメントはありますでしょうか、 

〇山中担当補佐  さまざまなご意見をいただきまして、ありがとうございます。保安課

の山中でございます。 

 私どもも、高齢化や設備の高経年化などの問題がある中で、いかに保安分野に皆様に投

資をしていただいて、しっかり安全を高めていくかということが重要かと思っております。

ＩｏＴの活用をどんどん進めていく中で、プラントの運転が自動化し人が関与する場面が

減ってくれば、労働災害に巻き込まれるような場面も減ってくるかもしれません。そのよ

うなシステムを開発すれば、海外の市場もとっていけるかもしれません。先ほど、海外の

事例でユーティリティー分野に外国資本が入ってくることについてご懸念のご指摘もあり

ましたけれども、我々も普段の生活の中で、便利さが優先し、最近、個人情報の取り扱い

で懸念があった海外のＧＡＦＡと呼ばれる企業のサービスを使っていることもあります。
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気づいたときには、海外において、優れた仕組やコストで圧倒的な差ができているものが

開発されると、海外のものを入れざるを得ないというような形になってしまうこともある

かもしれません。そうすると、日本が今まで保っていた安全・安心の高い技術というのが、

今後の競争力につながらなくなってしまうのではないかという危機感ももってございます。 

 本日、さまざまなご指摘をいただきました。定修の問題などさまざまな問題があること

は、私どもも勉強させていただいております。引き続き勉強させていただきながらこの議

論を育てていければと思っておりますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。 

〇横山分科会長  どうもありがとうございました。 

 貴重なご意見をたくさんいただきましたので、ぜひ参考にして、引き続き検討を深めて

いっていただければというふうに思います。また、この会でご報告いただければというふ

うに思います。ありがとうございました。 

 それでは、本日はたくさんご意見をいただきました。全体を通して何かご意見ございま

しょうか。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、本日の討議を踏まえまして、関係する小委員会におきましても、ぜひフィー

ドバックをされて議論を深めていただければというふうに思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 それでは、事務局から最後に、何か連絡事項等ありましたらお願いしたいと思います。 

〇後藤保安課長  今後の分科会の開催につきましては、改めて皆様のご都合を確認させ

ていただきます。 

 それから、30秒だけプチ自慢させてください。先ほどチャレンジしているということで

したが、もう一つ働き方改革に我々チャレンジしておりまして、最後の資料５にございま

す。政府全体のワークライフバランス職場表彰でも、グループ全体で表彰されております

し、非常におもしろい成果もいっぱい出ておりまして、帰り際に資料をみていっていただ

けると大変うれしく思います。 

〇横山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、先ほどの働き方改革の参考資料もぜひご覧の上、お帰りいただきたいと思い

ます。本日は、これにて分科会を終わりにさせていただきます。活発なご議論ありがとう

ございました。 
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